
 京都市会計規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２１年１１月２４日 

京都市長 門川 大作   

京都市規則第  号   

京都市会計規則の一部を改正する規則 

京都市会計規則の一部を次のように改正する。 

第１３号様式５を同様式６とし，同様式４を同様式５とし，同様式３を同様式４とし，

同様式２中「市営住宅用」を「市営住宅（退去した者に係るものを除く。）用」に改め，

同様式２の次に次の１様式を加える。 

４６



３ 市営住宅（退去した者に係るものに限る。）用 

 

備考１ この様式は，市営住宅の家賃及び店舗の使用料並びに仮設共同住宅の貸付料の収納に 
用いる。 

２ 裁断式とする。 



   附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 

（会計室） 

 


